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☆特集：知的財産法と行政法の交錯（６・完）
デジタル化する社会と知的財産権保護のあり方～「広義の実効性」に着目して～ ⑴

一橋大学大学院法学大学院法学研究科

教授 田中　良弘

特集：知的財産法と行政法の交錯（６・完特集：知的財産法と行政法の交錯（６・完））

デジタル化する社会とデジタル化する社会と
知的財産権保護のあり方知的財産権保護のあり方

１．はじめに

本稿は、令和７年６月と12月に２度（計５回、延
べ９日）にわたり集中連載した「特集：知的財産法

と行政法の交錯」１の第６回（最終回）である。
特集の第１回２で述べたように、知的財産法は、

権利の発生や第三者対抗要件の具備等について各
種の行政法的手法を採用していることに加えて、「産
業の発達」や「文化の発展」という法目的を掲げ、

～「広義の実効性」に着目して～
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